
　発達障害者支援法の施行により、LD等の発達

障害者の就労支援も変化を見せ始めてきていま

す。　

　医療機関における診断だけではなく、過去に児

童相談所その他の療育相談等を行う公的機関で

「発達障害が認められる」との指摘を受けたこと

がある場合でも、様々な職業リハビリテーション

サービスの対象となったのです。

　その結果、 3 ヶ月間だけの期間が限定された「ト

ライアル雇用」、それに伴うジョブコーチによる

援助なども受けることできるようになりました。

　しかしながら、身体障害者、知的障害者、精神

障害者とは異なり、発達障害者には障害者手帳が

ないために、障害者雇用率には該当しません。そ

のため、企業は障害者雇用の対象として発達障害

者をイメージしにくく、雇用が進んでいるとはい

えない現状です。

　雇用率制度の対象となるためには、療育手帳、

もしくは精神障害者保健福祉手帳を取得すること

が必要となります。

　また、就労支援を担当する専門家に発達障害に

詳しい人が少ないため、LDの人の能力と企業が

求める能力をうまくマッチングできず、せっかく

就職しても定着できない状況が生じています。

　以上の問題を解決していくためには、本人の仕

事に関する興味・関心を確認し（ニーズアセスメ

ント）、企業が必要としている能力はどのような

ものかを調査し（職務分析）、適切なジョブマッ

チングを行うことが必要となります。学校教育に

おいても、企業の望む職業能力とは何かを知り、

そのための能力を高める教育をしておくことも重

要です。

　そして、さらに大切なのは、その企業でともに

働く上司や同僚に LDの人の能力や特性をきちん

と説明し、問題が生じたときにはすぐにサポート

できる体制を構築しておくことも必要となるで

しょう。

　よって、医療・教育・福祉の分野だけではなく、

労働分野の人たちにも LD等の発達障害の専門家

となっていただくことを期待したいものです。
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